
令和 5年度 学校司書業務委託仕様書 
 

１． 件名  

学校司書業務委託 

 

２． 契約期間 

令和 5 年 4 月 1日から令和 6 年 3月 31 日まで 

 

３． 履行場所 

江東区立小学校全 46 校、中学校全 24 校（義務教育学校前期課程・後期課程を含む） 

※ただし、教育委員会の事前承認に基づき、教員に随行して店売会場での選書補助を行 

った場合は、履行場所において業務を遂行したものとみなす。 

 

４． 業務日及び時間 

（１）業務日は次表のとおりとする。なお、具体的な業務日は教育委員会と事前に協議

すること。 

 区分  業務日 

別紙「学校一覧」における 

 業務日区分Ａ 小学校 39 校 

 業務日区分Ｂ 小学校 7 校 

     中学校 24 校 

 

 年間 45 日以上（各校週 1 日） 

 年間 90 日以上（各校週 2 日） 

年間 45 日以上（各校週 1 日） 

 

（２）1 日あたりの業務時間数は 8 時 00 分から 16 時 45 分の間で、1 日 6 時間とするこ

と（休憩時間別）。具体的な業務時間については学校と個別に調整を行うこと。 

（３）国民の祝日に関する法律に規定する休日、学校行事、工事等により業務が行えな

い場合は、学校と協議の上、業務日を振替えること。 

 

５． 業務内容 

受託者は、教育委員会及び学校と十分に協議のうえ、次表の業務を行うこと。 

また、各学校において稼動している図書館管理システム（情報ＢＯＸ）を用いて

業務を行うこと。 

 

＜管理業務＞ 

項目 業務内容 

①開館・閉館 
・学校図書館の開錠・施錠（教員が不在の場合） 

・児童生徒の退館確認（閉館時） 

②配架 
・返却処理を完了した図書の所定書架への配置 

・書架に置かれた図書の整理・整頓 

③図書館管理

システム（情報

BOX）の保守運

用 

・システムの起動・終了 

・学校の図書館運用に基づく各種設定 

・利用者データの登録・更新、利用者バーコードの管理 

・データのバックアップ（各業務日ごと） 

・ＭＡＲＣ（書誌目録データベース）の新刊データの取得 

 （インターネットへの常時接続が行われていない場合） 

・障害が発生した場合の学校への連絡 

④蔵書管理 

・新規受入図書の蔵書登録（引当処理） 

・廃棄図書の選定補助、除籍処理 

・図書バーコードラベルの管理 

・蔵書台帳の印刷・提出 

⑤蔵書点検 
・システムに登録された全ての図書の点検作業（年 1 回以上） 

・点検作業を終えた本の整理・整頓 

⑥統計処理 ・システムで集計可能な統計処理、一覧の印刷 

⑦装備・補修 
・図書の装備（「江東区立学校図書装備基準」に基づく。） 

・汚破損図書の補修 



⑧選書補助 ・教員が行う選書への助言・資料提供 

⑨館内整理 
・カウンター周辺の整理 

・お知らせ・図書だより・案内・ポスター等の掲示等 

＜サービス業務＞ 

項目 業務内容 

①貸出・返却 
・図書の貸出処理（バーコード読取、返却予定日の確認） 

・図書の返却処理（バーコード読取） 

②延滞督促 
・延滞一覧の印刷 

・督促状の作成、印刷 

③予約管理 

・貸出中図書の予約受付、登録 

・予約一覧の印刷 

・予約お知らせ状の作成、印刷 

④利用者対応 
・蔵書データの検索等によるレファレンス・読書相談 

・児童生徒へのブックトーク・読み聞かせ 

⑤学習支援 
・授業等に必要な図書の準備 

・学校図書館における授業のサポート 

⑥団体貸出 
・区立図書館からの団体貸出図書の受取・返却 

・リクエストの受付・整理 

 

＜その他業務＞ 

① 業務時間中に学校から学校図書館運営に関する会議等への出席を求められた場

合は、それに応じること。 

② 事業効果を検証するため、効果・満足度調査を実施し教育委員会へ報告すること。 

③ 学校と協議の上、図書だよりの作成及び作成補助を行うこと。 

 

６． 業務体制 

（１）受託者は、本業務を円滑に履行できる適切な業務従事者（以下「学校司書」とい

う。）を配置すること。 

（２）学校司書は、下記の資格要件を満たす者とすること。 

資格要件 人数割合 

司書または司書教諭の資格を有する者 80％以上 

学校図書館で勤務またはボランティア経験３年以上の者 20％以内 

  

（３）各校に配置する学校司書に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会へ報告する

こと。 

（４）学校司書は、パソコン及び学校図書館管理システム（情報ＢＯＸ）の各種操作を

円滑に行える者とすること。 

（５）学校司書は、原則として学校図書館内に常駐すること（休憩時間を除く）。 

（６） 学校司書は、学校図書館が教育機関であることに留意し、来館者等に親切・丁寧

な対応を行うとともに、学校における風紀・業務規律を乱さないこと。 

（７） 受託者は、学校司書を管理、統率する者（以下「業務責任者」という。）を定める

こと。なお、業務責任者は正規社員またはそれに準じるものを充てること。 

（８） 業務責任者は、月 1 回程度（年間 12 回以上）各校を訪問し、学校司書の業務遂行

状況を確認するとともに、そのうち年間 3 回以上は、業務計画や各校の要望につ

いて図書担当教諭等との打ち合わせを行うこと。 

（９） 教育委員会は本業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に変

更等の措置を求めることができる。その場合、誠意を持って対処すること。 

（１０） 有明小学校と有明中学校及び有明西学園の前期課程と後期課程は配置する学校

司書を同一人とすること。 

 

７．研修 

（１） 受託者は業務を適正かつ能率的に行うために、学校司書に対して研修を行うこと。 

（２） 受託者は研修を行う前に、教育委員会に計画内容を書類で提出すること。 

（３） 受託者は教育委員会と協議の上、教育委員会が必要とする研修会に学校司書を参



加させること。 

 

８．書類の作成及び提出 

受託者または学校司書は下記の書類を作成・提出すること。 

① 学校図書館業務日報    業務終了時に学校へ提出 

② 学校図書館月間作業計画書 各月の初回業務日までに学校へ提出 

③ 学校図書館月間作業報告書 翌月 15 日までに教育委員会へ提出 

 

９．打ち合わせ 

（１） 業務責任者は教育委員会から要請があった場合は会議に出席し、学校図書館運営

に関する状況報告、意見交換等の打ち合わせを行うこと。 

（２） 業務責任者は打ち合わせ内容を学校司書へ周知し、学校図書館運営が円滑に行わ

れるよう努めること。 

 

１０．責務 

（１） 受託者は、労働基準法その他労働関係法規を遵守すること。 

（２） 受託者及び学校司書は、業務上知り得た情報を第三者（関係機関や団体も含む。）

に開示・漏洩しないこと。本契約履行後においても同様とする。 

（３） 受託者及び学校司書は、個人情報の取り扱いにあたり、江東区個人情報保護条例

及び別紙に規定する特記条項を遵守すること。 

（４） 学校司書は、教育委員会または学校が許可したパソコン及び記憶媒体のみを使用

すること。また、パソコンは受託業務のみに使用すること。 

（５） 受託者及び学校司書は、業務に関する仕様書・手順書・または教育委員会が提供

する資料等の関係書類を教育委員会の許可なしに履行場所以外に持ち出したり、

複写したりしてはならない。 

（６） 受託者及び学校司書は、教育委員会の情報セキュリティ対策の指示に従うこと。 

（７） 教育委員会は、受託者及び学校司書の責任による情報の漏洩が生じた場合、受託

者に対して適切な処置を取るよう求めることができる。 

 

１１．業務要領 

（１） 学校司書は、学校が教育機関であることに留意し、清潔かつ業務履行に適切な服

装を心掛けること。なお、制服・エプロン等を着用する場合、費用は受託者の負

担とする。 

（２） 学校司書は、業務時間中は必ず名札（学校名・職名（学校司書）・氏名・写真入り

で名刺サイズのもの）を着用すること。名札は受託者の費用負担とする。 

（３） 学校司書は、事故、災害等緊急事態が発生した場合は、学校と協力し、利用者の

安全を図るよう適切な行動をとること。 

（４） 学校司書は、履行場所の安全確認と危機管理について、学校と連携の上対応を行

うこと。 

 

１２．支払方法 

業務に要した費用は月払いとし、教育委員会は業務完了を確認した後、請求に応

じて支払うこととする。 

 

１３．費用負担 

（１） 業務の履行に必要な什器備品及び消耗品等は、教育委員会及び学校が使用を許可

したもの以外は、原則として受託者の負担とする。 

（２） 学校図書館管理システムにかかる維持管理費は、教育委員会及び学校の負担とす

る。 

（３） 業務履行に必要な通信費（電話・インターネット）は原則教育委員会の負担とす

る。但し、受託者と学校司書間及び業務以外にかかる通信費については受託者の

負担とする。 

 

 



１４．損害賠償 

受託者及び学校司書が、故意または過失により、教育委員会及び学校または第三

者に損害を与えたときは、その損害相当額を賠償すること。 

また、本件業務履行に際し損害を受けた場合、教育委員会の責に帰する場合を除

き、教育委員会は賠償責任を負わない。 

 

１５．その他 

本仕様書に定めのない事項、または、疑義ある事項については、教育委員会と協

議の上決定するものとする。 

 

１６．担当 

   江東区教育委員会事務局 

   学務課学校経理係 呉松・田村 

   電話番号  3647-9176（直通） 

   ＦＡＸ番号 3647-9053 



1 明治小学校 深川２－１７－２６ ０３－３６４１－０５５０ Ｂ

2 深川小学校 高橋１４－１０ ０３－３６３１－２２０９ Ａ

3 八名川小学校 新大橋３－１－１５ ０３－３６３１－２２６０ Ａ

4 臨海小学校 門前仲町１－１－６ ０３－３６４１－０４３０ Ａ

5 越中島小学校 越中島３－６－３８ ０３－３６４３－９６５０ Ａ

6 数矢小学校 富岡１－１８－７ ０３－３６４２－０４７６ Ａ

7 平久小学校 木場１－２－２ ０３－３６４４－０３７４ Ａ

8 東陽小学校 東陽３－２７－１２ ０３－３６４４－０４０６ Ａ

9 南陽小学校 東陽２－１－２０ ０３－３６４９－３４６１ Ａ

10 川南小学校 千石２－９－１２ ０３－３６４７－０５７４ Ａ

11 扇橋小学校 石島１８－５ ０３－３６４７－０５７２ Ａ

12 元加賀小学校 白河４－３－１９ ０３－３６４１－０６０１ Ａ

13 毛利小学校 毛利２－２－２ ０３－３６３１－１６４７ Ａ

14 東川小学校 住吉１－１２－２ ０３－３６３１－５５０８ Ａ

15 豊洲小学校 豊洲４－４－４ ０３－３５３１－７７８８ Ｂ

16 豊洲西小学校 豊洲５－１－３５ ０３－３５３４－２８２１ Ｂ

17 豊洲北小学校 豊洲３－６－１ ０３－３５３３－９８６２ Ｂ

18 東雲小学校 東雲２－４－１１ ０３－３５２９－１４５１ Ｂ

19 有明小学校 有明２－１０－１ ０３－３５２７－５１０１ Ａ

20 枝川小学校 枝川３－５－３ ０３－３６４４－４９４１ Ａ

21 辰巳小学校 辰巳１－１１－１ ０３－３５２１－１１６４ Ａ

22 第二辰巳小学校 辰巳１－１－２２ ０３－３５２１－３８０３ Ａ

23 第一亀戸小学校 亀戸２－５－７ ０３－３６８４－４３００ Ａ

24 第二亀戸小学校 大島５－５２－１５ ０３－３６８４－４３０５ Ａ

25 香取小学校 亀戸４－２６－２２ ０３－３６８４－４３０８ Ａ

26 浅間竪川小学校 亀戸９－２２－４ ０３－３６８４－４３１１ Ｂ

27 水神小学校 亀戸５－２２－２２ ０３－３６８１－１９５２ Ａ

28 第一大島小学校 大島２－４１－４ ０３－３６８４－４３１２ Ａ

29 第二大島小学校 大島３－１６－２ ０３－３６８４－４３１５ Ａ

30 第三大島小学校 大島９－５－３ ０３－３６８１－９２０４ Ａ

31 第四大島小学校 大島６－７－８ ０３－３６８１－９９３５ Ａ

32 第五大島小学校 大島８－４０－１３ ０３－３６８１－５０１１ Ａ

33 大島南央小学校 大島４－１８－５ ０３－３６３６－２１１５ Ａ

34 砂町小学校 北砂４－１３－２３ ０３－３６４４－０７０３ Ａ

35 第二砂町小学校 東砂７－１７－３０ ０３－３６４０－５３２２ Ａ

36 第三砂町小学校 南砂６－３－１３ ０３－３６４６－４４７１ Ａ

37 第四砂町小学校 南砂２－１３－１８ ０３－３６４４－０３４８ Ａ

38 第五砂町小学校 東砂８－１１－５ ０３－３６４６－４４７４ Ａ

39 第六砂町小学校 北砂６－２６－６ ０３－３６４６－４４６２ Ａ

40 第七砂町小学校 東砂３－２１－５ ０３－３６４４－０５４３ Ａ

41 小名木川小学校 北砂５－２２－１０ ０３－３６４４－２０２９ Ａ

42 東砂小学校 東砂２－１２－１４ ０３－３６４８－５８１８ Ａ

43 北砂小学校 北砂１－３－３６ ０３－３６４９－３４６３ Ａ

44 南砂小学校 南砂２－３－２１ ０３－３６４５－５００８ Ａ

45 亀高小学校 北砂５－２０－１６ ０３－３６４０－５３２４ Ａ

46 有明西学園 有明１－７－１３ ０３－３５２７－６４０１ Ｂ

・明治小学校は大規模改修のため、R5年7月から南砂仮校舎に移転。
（南砂仮校舎住所：〒136-0076　南砂2-3-13）
・第二大島小学校は改築のため、R5中は大島仮校舎に移転。
（大島仮校舎住所：〒136-0072　大島5-52-15）
※上表の業務日区分Ｂ（26学級以上の学校）は、令和4年度時点の学級数を基にしたものである。
　 そのため、令和5年度4月時点で、業務日区分Ｂの学校数に変更が出る場合がある。

小学校一覧

T　　E　　LＮｏ 学　　校　　名 　所　　在　　地 業務日区分



1 深川第一中学校 森下４－９－２２ ０３－３６３１－３２４１

2 深川第二中学校 冬木２２－１０ ０３－３６４１－２８７７

3 深川第三中学校 越中島３－７－１ ０３－３６４１－５９４８

4 深川第四中学校 千石１－１２－１２ ０３－３６４４－３０７７

5 深川第五中学校 豊洲４－１１－１８ ０３－３５３１－７７８５

6 深川第六中学校 平野３－６－１３ ０３－３６４２－４８６８

7 深川第七中学校 毛利１－１４－１ ０３－３６３１－５９９０

8 深川第八中学校 塩浜２－２１－１４ ０３－３６４７－０５８１

9 有明中学校 有明２－１０－１ ０３－３５２７－８２６１

10 辰巳中学校 辰巳１－１０－５７ ０３－３５２１－８５８１

11 東陽中学校 東陽２－１－８ ０３－３６４５－２３８１

12 亀戸中学校 亀戸９－２－２ ０３－３６８１－０２４６

13 第二亀戸中学校 亀戸４－５１－１ ０３－３６８１－７９０６

14 第三亀戸中学校 亀戸１－１２－１０ ０３－３６８４－４３２０

15 大島中学校 大島８－１２－２２ ０３－３６８４－４３２１

16 第二大島中学校 大島３－２７－１８ ０３－３６８５－１６８１

17 大島西中学校 大島４－１－２３ ０３－３６３６－４５９１

18 砂町中学校 北砂６－１６－２８ ０３－３６４４－３０９６

19 第二砂町中学校 東砂８－１０－９ ０３－３６４６－４４６４

20 第三砂町中学校 南砂３－１０－３ ０３－３６４６－４４７７

21 第四砂町中学校 北砂５－２０－１７ ０３－３６４４－０５６９

22 南砂中学校 南砂２－３－２０ ０３－３６４９－２１５２

23 第二南砂中学校 南砂１－２－１８ ０３－３６９９－１５９１

24 有明西学園 有明１－７－１３ ０３－３５２７－６４０３

中学校一覧

Ｎｏ 学　　校　　名 　所　　在　　地 T　　E　　L

・深川第二中学校は大規模改修のため、R5年7月まで南砂仮校舎に移転。
（南砂仮校舎住所：〒136-0076　南砂2-3-13）


